


？
70～74歳の高齢者の医療は2割または3割
負担、75歳からは後期高齢者医療制度で

70～74歳の医療費が高額になったときは

　70～74歳の人は、マイナ保険証等を使用すれば被保険者・被扶養者とも2割（現役
並みの所得がある人は3割）の負担で医療を受けることができ、その場合の残りの医療費
は、そのとき所属している医療保険が負担します。
　75歳（一定の障害認定を受けた人は65歳）からは、「後期高齢者医療制度」で医療
給付を受けることになり、負担割合は1割または2割（現役並みの所得がある人は3割）
となります（P42参照）。

高齢者の医療は

〈  　〉内の額は多数該当の場合（4ヵ月目以降）

＊75歳になって後期高齢者医療制度の被保険者となった月（75歳の誕生日がその月の初日の場合は除く）の自己負担限度額（個人単位）に
ついては、特例として上表の額の2分の1の額が適用されます（後期高齢者医療制度における自己負担限度額も2分の1の額となり
ます）。また、その被扶養者が国民健康保険等に移行する場合も同様。

※2025年8月以降、自己負担限度額の段階的な引き上げが検討されています。

■　70～74歳の自己負担限度額＊

　１ヵ月間に負担した医療費が自己負担限度額（下表
参照）を超えた場合は、超えた額が高額療養費として
支給されます。70～74歳の高齢者は、外来の場合の
個人ごとの自己負担限度額（一般の人と低所得者）と、
世帯で合算した場合の自己負担限度額があります。医
療機関等での支払いは自己負担限度額までで済みま
す。なお、世帯合算した額が自己負担限度額を超える
場合は、後から払い戻しを受けます。

現
役
並
み
所
得
者

自己負担

3割2割

一
般

外来 世帯ごと一部
負担

252,600円＋（医療費－842,000円）×1％〈140,100円〉

167,400円＋（医療費－558,000円）×1％〈93,000円〉

　80,100円＋（医療費－267,000円）×1％〈44,400円〉

標準報酬月額83万円以上

標準報酬月額53万円～79万円

標準報酬月額28万円～50万円

18,000円
8月1日から翌7月31日の
1年間の上限144,000円

57,600円〈44,400円〉

3割

2割

区分

現役並み
所得者

一般の人 標準報酬月額26万円以下

24,600円

15,000円
8,000円

Ⅱ

Ⅰ

Ⅰ

Ⅱ

Ⅲ

低所得者
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　無理のない運動を毎日続けるようにしましょう。また、偏食、粗食の低栄養は筋力低下に
拍車をかけます。栄養が足りないと、体が筋肉を分解して補おうとするため結果的に筋肉
が減ってしまうのです。栄養のバランスに気をつけ、肉や魚、卵、乳製品、大豆製品に
含まれる「たんぱく質」をきちんと摂ることが大切です。

健やかな高齢期のために
「フレイル」「ロコモ」「サルコペニア」の

予防が決め手

寝たきり・要介護となる3つの要因寝たきり・要介護となる3つの要因

筋力を維持するために…筋力を維持するために…

　老化のスピードは各人の生活習慣によって異なります。
　元気に年を重ね、自立した生活を続けるために、できるだけ筋力を維持しましょう。

①フレイル
　加齢とともに身体機能や認知機能が虚弱になった状態をいいます。あまり食べない、
動かないという生活を送っていると、老化のスピードは加速し、要介護の状態に進んでしま
います。
②ロコモ（ロコモティブシンドローム＝運動器症候群）
　加齢とともに骨や筋肉、関節など（運動器）の機能が衰え、要介護リスクが高くなります。
③サルコペニア
　ロコモの要因の一つ。筋肉量が著しく減り、筋力が低下し、身体活動量の低下や転倒の
リスクが高くなります。
　①②③は互いに関連して、寝たきり・要介護の要因となっています。

つまずきなど
による

転倒リスク増

寝たきり・要介護へ

①フレイル（虚弱化）

筋肉 関節骨

骨強度の低下
（骨粗しょう症）

関節への
負担増

関節の
炎症・
変形　

転倒

骨折

②ロコモ

アクティブシニア「食と栄養」
研究会より一部改変

③サルコペニア
（筋量・筋力の低下）

移動機能の低下

高齢者の医療は？

後期高齢者医療制度
75歳（一定の障害認定を受けた人は65歳）以上の人が加入
　独立した医療保険制度で、運営は都道府県ごとに全市区町村が加入する「後期高齢者
医療広域連合」が行います。

◆保険給付
　療養の給付、療養費、訪問看護療
養費、高額療養費、高額介護合算療
養費など、制度加入前とほぼ変わら
ない保険給付を受けることができま
す。

◆保険料
　広域連合が都道府県単位で決定し、被保険者一人ひとり
が負担能力に応じて納めます。
　保険料の額は、被保険者が等しく負担する被保険者均等
割額と被保険者の所得に応じて負担する所得割額の合計
額となります。保険料は原則として年金から天引きで徴収
されますが、口座振替も選択できます。

◆費用負担
　制度を運営する財源には、高齢者自身の保険料が1割、
公費が5割、現役世代からの支援金が4割あてられます。
　健保組合は支援金を負担します。

　低所得者およびそれまで被扶養者であったために保険
料負担のなかった人には、保険料の軽減措置があります。
＊保険料の軽減割合は、今後段階的に見直されます。詳しくは広
域連合にお問い合わせください。

65～74歳の高齢者を対象に財政調整
前期高齢者医療制度

　前期高齢者が加入する医療保険が偏ることにより、保険者の間で医療費の負担に
不均衡が起こるのを解消するために財政の調整を行う制度です。
　対象者は、65～74歳の高齢者ですが、前期高齢者医療制度の対象になっても、
加入する医療保険制度は変わりません。

●保険給付・保険料
　加入する医療保険制度から、
引き続き同じ保険給付を受け、
保険料を納めます。

●財政調整のしくみ
　各保険者の前期高齢者の加入率と、全保険者の前期高
齢者の平均加入率を比較して負担の不均衡を調整します。
　前期高齢者の加入率が低い健保組合は納付金を負担する
ことになります。

※健保組合の被保険者・被扶養者が、後期高齢者医療制度の対象者になると、健保組合の加入資格を喪失します。
その被保険者に74歳以下の被扶養者がいる場合は、同時に健保組合の加入資格を喪失することになり、75歳に
なるまで国民健康保険等ほかの健康保険に加入することになります。
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当組合の保健事業

いずれも利用登録が必要です。
※ID通知書を紛失した場合は、再発行手続きが必要です。

　組合員のみなさんに、状況に応じたさまざまな雑誌や案内をお届けしています。

対象者 お届けするもの お届け時期

組合員

新入社員

40歳以上の被扶養者(女性)

お子さんが生まれた家庭

広報誌「健保ニュース」(電子版)

「私たちの健康保険」(この本です)

「女性向け健診ガイド」

子育て支援誌「わくわく育児」

年7回（ホームページに掲載）

入社時（電子版はホームページに掲載）

年1回 ＊自宅に郵送

月1回（1年間） ＊自宅に郵送

対象者

健康増進アプリ
「Pep Up」※

名鉄けんぽ　
けんこうポータル※

めいてつケンポ
公式LINE

内 容

○健康増進アプリ
　・日々の記録
　・健康イベント参加　など

○健康に関するデータ提供
　・健診結果
　・医療費通知　など

○健保組合からのお知らせ
　・健康に関する情報提供
　・健康動画　など

当組合加入後、自宅に郵送されたID
通知書※の案内に従って登録する

当組合加入後、会社から配付された
ID通知書※の案内に従って登録する

右記のQRコードから
お友だち登録する

被保険者

被保険者
被扶養者

被保険者
被扶養者（配偶者のみ）

登録方法

お読みください（発行物・配付物のご案内）

登録しよう！ 当組合に関する情報ツール

健康増進アプリ「Pep Up」

　当組合では健康増進アプリ「Pep Up」を提
供しています。右記の利用ができるほか、年間
を通じてさまざまな健康イベントを実施しま
す。Pep Upをうまく活用して、楽しみながら
健康づくりにお役立てください（対象者：被保
険者）。

ご登録は
こちらから

●健康年齢がわかる！
●日々の記録ができる！
●健康記事が読める！
●Pepポイントがたまる！
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みなさんが健康であるためのサポートを
しています

当組合の保健事業

みなさんの健康をサポートします

補助額 対象者

被保険者
被扶養者
※年齢問わず

還付補助金申請書をお送り
します。
接種後、当組合へ申請書と
領収証を提出すると、1,000
円（上限）をお戻しします。

お住まいの市
区町村で実施
している割引サ
ービスと併用
できます。

名鉄病院では、当組合が配付するインフルエンザ受診券1,000円分に加え、さらに追加で1,000円を補助し、合計2,000円
を割引した価格で接種を受けることができます。

接種補助券をお送りします。
医療機関により、以下のいずれか
になります。
①1,000円割引で受けられます。
②接種後、当組合へ補助券と領収
証を提出すると、1,000円（上
限）をお戻しします。

1,000円
（上限）

手　　　続　　　き

65歳未満の方 年度内に65歳以上になる方
その他

補助内容

禁煙チャレンジ

対象者

被保険者
被扶養者

※禁煙を希望する方

○通年募集
※年度予定人数に達した場合、期
間の途中でも募集を終了します

医療機関での「禁煙外来」受診費用に
対し、20,000円（上限）を補助します。

注意事項

名鉄病院での接種がおトクです

　健保組合は、病気やけがをしたときの支援（給付）だけでなく、会社や医療機関と協力し
て、『みなさんが健康であるためのサポート』も行っています。病気やけがをしないために
も、積極的にご活用ください。
※記載の内容は2025年４月１日時点のものです。年度途中に変更する場合がありますので、
　ご注意ください。
※金額表示があるものはすべて税込価格です。
※事業の詳しい内容については、当組合のホームページをご覧ください。

◆インフルエンザ予防接種

◆禁煙に向けた取り組み

保健事業に
ついては
こちらから

オンライン
禁煙プログラム

①パソコンやスマートフォン、タブレッ
トを利用し、オンラインで禁煙診療
を受けられます（WEBカメラとマイ
クが必要です）。
②参加費用を全額負担します。
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当組合の保健事業

対象者 手　　　　　続　　　　　き
会社が実施する定期健康診断（人間ドックによる受診を含む）が特定
健診の代わりになります。
※法律により健保組合は会社から健診結果の提供を受けるため、新たに健診を受ける
必要はありません。

メタボリックシンドローム（内臓脂肪症候群）に着目した基本的な健診です。

40歳以上の被保険者

当組合からご案内と特定健診受診券をお送りします。当組合が指定
する健診機関で、利用者負担金なしで受けられます。
※当組合補助による「人間ドック」「共同巡回健診」（P46参照）やパート先で受診した健診
の結果（写し）のご提出でも特定健診の代わりになります。

40歳以上の被扶養者

●特定健診

●特定保健指導
特定健診の健診データをもとに、メタボリックシンドローム
による生活習慣病の健康リスクに応じて、「情報提供」「動機
付け支援」「積極的支援」の3ランクに分け、それぞれのラン
クに合った保健指導（生活習慣改善支援）を行います。

生活習慣病について
　生活習慣病とは、食事・運動・休養・喫煙・飲酒などの生活習慣によって引き起こされる病
気の総称であり、高血圧症や糖尿病、脂質異常症などがあげられます。生活習慣病の初
期の段階では、自覚症状はほとんどありません。しかしそのまま放置すると、がんや脳卒
中などの重篤な病気に進行する可能性があります。
　当組合では、生活習慣病への対策として、生活習慣の改善や病気を初期の段階で発見
し、早期治療を促すためのさまざまな事業を行っています。

　木曽駒ヶ岳の麓、木曽駒高原にある名鉄グループの保養所です。名古
屋から車で2時間30分、公休の1日旅行に最適な立地です。森の中を
堪能できるオープンデッキ、大パノラマのラウンジ、季節の和食懐石で、
心も体もリフレッシュ！

◆特定健診（特定健康診査）と特定保健指導
生活習慣改善へのサポート

直営保養所「木曽のはなれ」

詳しくは
こちらから

メタボリック
シンドロームに
該当する
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当組合の保健事業

　病気は、ある程度進行するまで自覚症状がない場合が多く、自
覚症状が現れた頃にはすでに重い病気になっていることがあり
ます。
　健保組合では、健康診断や検診の費用を補助することで、病
気を初期の段階で発見し、早期治療を促すためのサポートを
行っています。

項 目 対象者

共同巡回健診

大腸がん検診

歯科健診

人間ドック補助 １日（日帰り）人間ドック

当組合の指定する健診機関でわずかな
利用者負担金※で受診できます（健診
費用の全額または一部を補助）。
※受診する健診機関、年齢等により異
なります。

１日（日帰り）人間ドックの
オプションとして受診

当組合の指定する健診機関で人間ドッ
クのオプションとして受診する場合に、
全額※を補助します。
※乳がんの複合検査(マンモ・エコー)
は別途3,000円が必要です。

乳がん検診・子宮頸がん検診が
含まれる女性対象の健診
※約200ヵ所を巡回して行います。

利用者負担金3,000円で受診できま
す。

愛知・岐阜・三重・静岡の歯科医師
会加入の歯科医院での健診 健診費用の全額を補助します。

便潜血検査
（各会社の定期健診時に実施） 検診費用の全額を補助します。

35歳以上の
被保険者・被扶養者

35歳以上の
被保険者・被扶養者

愛知・岐阜・三重
各県在住の40歳以上の
女性被扶養者

被保険者
高校生以上の被扶養者 上記以外の地域の歯科医院での

一般的な標準歯科健診
受診後の申請により、3,300円（上限）
をお戻しします。

40歳以上の被保険者

注意事項【全項目共通】
●補助を希望する方は、会社の総務担当者または当組合にお申し込みください。
●各補助は年度内で１回利用できます。
●各健診の申込書はホームページからダウンロードしてお使いください。

乳がん検診
子宮がん検診

対象となる健診 補助内容

※年齢は、その年度に到達する年齢を指します。

名鉄病院で受診するとおトクです

名鉄病院における受診 検診費用の全額または一部を補助しま
す。

20～34歳の
被保険者・被扶養者

健康診断のご案内
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　よい医療を受けるためには、患者も“よい受診”を心がける必要があります。

　診療時間を過ぎたときや、深夜・休日に受診すると、
診察料に下記のいずれかが加算されます。

▼時間外・休日・深夜はこんなにＵＰ！
時間外加算 休日加算 深夜加算

（日曜・祝日などの休診日） （22時～6時）

再診料 750円※

＋850円
＋650円

＋2,500円
＋1,900円

＋4,800円
＋4,200円

初診料2,910円※

　診療所では、診療時間内でも夜間・早朝に診察を
受けると、割増になる場合があります。

▼夜間・早朝等加算のかかる時間帯（診療所の場合）

この時間帯には
医療費が＋500円

平日   18時～翌8時
土曜   12時～翌8時
日曜・祝日　終日

　受診のたびに同じような検査、
投薬が繰り返されるので、体によ
くないばかりか、医療費も2倍、
3倍と膨れ上がってしまいます。

“時間外受診”は高くつく “はしご受診”は
体にも負担

◆効き目が同等で値段が安い

◆「分割調剤」や「AG」で不安を解消

　新薬の特許が切れた後に新たに申請され、製造・販売される薬を「ジェネリッ
ク医薬品」といいます。ジェネリック医薬品は、新薬のように莫大な開発費がか
からず低価格なうえ、新薬と同じ有効成分を同量含んでいるため同等の効き目
があり、薬の大きさや味などが改良されているものもあります。

　ジェネリック医薬品に変更するのが不安な場合は、短期間試してみる「分割調
剤」もできます。また、「AG(オーソライズド・ジェネリック＝許諾を受けたジェネ
リック医薬品)」という選択もあります。これ
は、有効成分だけでなく、新薬メーカーか
ら許可を得て、新薬と同一の原薬、添加物・
製法等でつくる、さらに安心できるジェネリ
ック医薬品です。
　まずは、医師や薬剤師に「ジェネリックに
したいのですが…」と聞いてみましょう。
※すべての新薬にジェネリック医薬品があるのではなく、必ず処方してもらえるわけではありません。

効率のよい受診で医療費を
抑えよう！

薬代が節約できる
ジェネリック医薬品

ジェネリック

新薬

ジ
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ク
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※大病院の場合、紹介状を持たずに受診すると、別途追加負担を求められることがあります
（P48参照）。一定の要件を満たす医療機関は、さらに加算される場合があります。
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　私たちは、病気やけがをしたときなど、健康保険制度によりわずかな負担で、しかも自由に
医師にかかることができます。
　しかし、その医療費の財源は、私たちの保険料。ムダな医療費が増えれば、保険料の引き
上げ等、私たち自身の財布へと跳ね返ってきます。
　時間やお金のムダがなく、よい医療を受けるには、“まずはかかりつけ医に診てもらい、
必要に応じて病院を紹介してもらう”というのが基本です。

“かかりつけ医から病院へ”が
基本ルール

　急な発熱などの軽い症状でも、大病院のほうが安心ですか？ 軽い病気なのに、
混み合う大病院にかかるメリットはありません。紹介状を持たずに、以下の対象病
院にかかると、初診料のほかに追加負担が求められます。

＜対象病院＞
特定機能病院、一般病床200床以上の地域医療支援病院、一般病床200床以上
の紹介受診重点医療機関

＜追加負担額＞（全額自己負担）
初診の場合：最低7,000円　　再診の場合：最低3,000円

「軽い病気で大病院」はメリットなし！

大病院
（大学病院等）

　体調が悪いときの相談先。
日常よくある病気の治療のほ
か、精密検査や入院が必要な
ときは、適切な病院に紹介。

　重い病気や特殊な病気の
患者を対象に、高度の検査・
治療・研究を行う病院。

これが賢い患者の
受診のしかた！

紹介

かかりつけ医
（診療所等）

患 者

かかりつけ医〈診療所等〉 大病院〈大学病院等〉

○
○
医
院

大学病院
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介 護 保 険

　介護保険は、介護サービスを提供する新たな社会保険
として2000年4月にスタートしました。その後、予防を重視
したシステムへの転換、予防給付や地域支援事業の導入、
医療と介護の連携強化、さらに、高齢者が地域で自立した
生活を営むための地域包括ケアシステムの構築と費用
負担の公平化等の改正が、順次行われています。
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　マイナ保険証は、国を挙げて推進する「医療DX」（医療・保健・介護等にかかわる情報をデータ
化・共通化し、より良質な医療やケアを受けられる社会の構築）において基盤となる役割を持っ
ています。

　電子処方箋・電子カルテを活用することで、みなさんの診療情報、服薬情報を医師や薬剤師
と共有できるため、重複検査・投薬を防ぐことができます。
　旅先や災害時も、マイナ保険証なら全国の医療機関等で情報が連携され、診療歴や投薬の
情報をもとに、適切な医療を受けることができるので安心です。

マイナ保険証の機能とメリット

手間なく高額な医療費の負担を軽減

よりよい医療が受けられる

医療費控除の手続きが簡単に
　マイナポータルから健康保険適用の医
療を受けた記録が参照できるため、領収証
を保存・提出する必要がなく、簡単に医療費
控除（P35参照）申告の手続きができます。

※診療情報、服薬情報の共有については、本人の同意が必要です。

マイナ保険証の作り方
　マイナンバーカードを健康保険証として利用するには、ご自身で「健康保
険証等利用登録」をする必要があります。

　「医療機関等の受付に設置してある
顔認証付きカードリーダー」で登録する
ことができます。マイナンバーカードを
持参すれば、その場で簡単に手続きが
完了します。
　この他、「マイナポータル」「セブン銀
行ＡＴＭ」でも事前に登録できます。

マイナ保険証とセットで
マイナポータルの活用を！
　医療や介護、子育て、税金などにか
かわる各種行政手続きがワンストッ
プで行える政府が運営するオンライ

ンサービス。加入する健保組合の被保険者等
資格情報や特定健診の結果（40歳以上対象）
などを確認することもできます。

登録方法は3つ

インストールはこちらから
iPhone　　　android

❶医療機関等の顔認証付きカードリーダーで
マイナンバーカードと4桁の暗証番号または顔認証で登録
❷マイナポータルから
マイナンバーカードと4桁の暗証番号、
マイナンバーカードの読み取り可能な
スマートフォン等で登録
❸セブン銀行ATMで
マイナンバーカードと4桁の暗証番号で登録

　入院などで医療費が高額になるとき、マイナ保険
証を使用すれば、医療機関等の窓口での支払いを自
己負担限度額までで済ませることができます。
※「資格確認書」を使う場合は、事前に健保組合に申請し「限度
額適用認定証」（P22参照）の交付を受ける必要があります。
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確実な本人確認により、
なりすましを防止

電子カルテ（2025年度より順次運用開始）
医療機関等の間で文書のオンライン送信、
診療に必要なカルテ情報の共有
マイナポータルでの自己情報閲覧

電子処方箋
処方・調剤情報をリアルタイムで共有
併用禁忌・重複投薬を回避

診察券・
公費負担医療の受給者証と
マイナンバーカードの一体化

救急医療における
患者の健康・
医療データの活用

電子カルテ情報
共有サービス

電子処方箋
管理サービス

オンライン資格
確認等システム

マイナ保険証

電子
カルテ

処方せん

受給者証
診察券

個人番号
カード



介護保険ってなに？

介護保険が適用されない人

保 険 料 は

　40～64歳の人でも、次に該当する場合は介護保険の適用除外となります。
この場合、健保組合に届け出ることが必要です。
① 海外居住者（日本国内に住所がない人）
② 在留期間3ヵ月以下の外国人
③ 適用除外施設（身体障害者療護施設など）に入所している人

利用者の負担は
　介護サービスを利用した場合、利用者はサービス費用
の1割※を自己負担します。施設サービスの場合は、1割※

の自己負担のほかに食費と居住費（施設との契約により設
定された額）を負担します。
　また、自己負担額が高額にならないよう上限が設けら
れ、上限額以上には「高額介護サービス費」が支給されま
す（低所得者には別途負担軽減策が設けられています）。

　お住まいの市区町村で定められた保険料額を、老齢年金月
額が15,000円以上なら年金から直接徴収され、それ以外は
市区町村が個別に徴収します。
※具体的な区分や保険料率などは、市区町村の条例により設定されます。

■　第1号被保険者（65歳以上の人）

　保険料は、健保組合に加入している第2号被保険者の総報
酬額に応じて割り当てられた金額（「介護納付金」）に基づい
て、健康保険の一般保険料と同じく標準報酬月額および標準
賞与額に介護保険料率を乗じて決められます。そして、一般
保険料に上乗せして、毎月の給料等から差し引かれます。
　40～64歳の健康保険の被扶養者については直接保険料
を納めることはありません。
 当組合の保険料率等につきましては、P10～12を参照して
ください。

■　第2号被保険者（40～64歳の人）

※第1号被保険者は、所得によっては2割または3割負担となり
ます。

介護保険の相談窓口

　介護保険についてわからないことな
どがある場合には、実際に運営してい
る各市区町村の介護保険相談窓口
にお問い合わせください。
　また、各県に設置されている高齢者
総合相談センターもご利用ください。
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利
用
方
法

市
区

町
村 介護保険の運営

？
高齢者の介護を社会全体で支える

　介護保険は、急速に人口の高齢化が進むなかにあって、介護を社会全体で支える目的
で創設されました。
　各市区町村の運営により、40歳以上の人が加齢に伴い介護が必要になったときに、
本人や家族のニーズに沿った総合的な介護サービスを安心して受けられるしくみになって
います。また、予防のためのサービスも行われます。

介護保険ってなに

40歳以上のすべての人が加入

介護保険制度の概要

　自分や親の介護が身近になる40歳以上のすべての人が加入します。65歳以上の人は「第1号被
保険者」、40～64歳の人は「第2号被保険者」となります。健康保険の被扶養者も、介護保険では被
保険者となります。

健保組合と介護保険の関係は
　介護保険制度は各市区町村が運営し、国や都道府県、健保組合などがお互いに支え合うしくみです。
そのため健保組合は、介護保険料の徴収業務などを通じて、介護保険事業の運営が健全かつ円滑に
行われるよう協力しています。

65歳以上の人
（第1号被保険者） （第2号被保険者）

要介護認定の
審査・判定 認定

施設を利用した場合は、
居住費（滞在費）・食費も
負担。

サービス費用の
1割※を負担

介護サービス・
介護予防サービスの利用

保険料

申請
被
保
険
者

保
険
料
の

徴
収

市区町村が徴収

保険料

利用料
健保組合が徴収

社会保険診療報酬
支払基金

40～64歳の人

ケアプラン・
介護予防ケアプラン

の作成

※第1号被保険者は、所得によっては2割または3割負担
となります。
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介護サービスを受けるにはどうすればいいの？

ケアプラン

　介護保険では、利用者の状態に合ったサービスを受けることができるように、適切なケアマ
ネジメントを行うことが大切です。そのため、介護サービスの利用にあたっては、必ずケアプラ
ンを作成します。ケアプランは専門の資格を持つ「ケアマネジャー（介護支援専門員）」が作成
してくれますので、基本的にはケアマネジャーに作成を依頼します。
　要支援1・2の人については、原則として地域包括支援センターの保健師等が作成します。

第2号被保険者の特定疾病

要介護度と支給限度額
　介護保険では、要介護度に応じてサービスの
利用に対する給付額の上限が定められています。
支給限度額を超えてサービスを利用した場合、
超えた分を全額自己負担しなければなりません
ので、ケアプランを作成するときは、支給限度額
の範囲内で作成することになります。

要介護度
要支援１
要支援２
要介護１
要介護２
要介護３
要介護４
要介護５

支給限度額（1ヵ月）※

50,320円
105,310円
167,650円
197,050円
270,480円
309,380円
362,170円

　第2号被保険者は以下の「特定疾病」に該当する場合に、介護保険
の給付を受けることができます。

①初老期の認知症
②脳血管疾患
③筋萎縮性側索硬化症（ＡＬＳ）
④パーキンソン病関連疾患
⑤脊髄小脳変性症
⑥多系統萎縮症
⑦糖尿病性腎症、糖尿病性網膜症、
糖尿病性神経障害
⑧閉塞性動脈硬化症
⑨慢性閉塞性肺疾患

⑩両側の膝関節
　または股関節に著しい
変形を伴う変形性関節症
⑪関節リウマチ
⑫後縦靭帯骨化症
⑬脊柱管狭窄症
⑭骨折を伴う骨粗しょう症
⑮早老症
⑯がん（医師が回復の見込みがないと診断
した状態に限る）

※地域によって異なります。
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？
市区町村の窓口で要介護認定の手続きを

　介護サービスを受けるには、介護が必要かどうか、どの程度必要かを判定してもらうた
めの「要介護認定」という手続きを行い、認定されればサービスを受けることができます。
　判定結果は自立、要支援1・2、要介護1～5の8段階となります。

介護サービスを受けるには
どうすればいいの

介護サービスを受けるには

調査

判定

結果

介護が必要になったとき
（40～64歳の第2号被保険者は特定疾病が原因の場合）

認定調査
調査員が家庭を訪問し、
食事や入浴などの日常の
生活動作を調査します。

1次判定 コンピュータによる判定を行います。

要支援1・2
予防給付

要介護1～5
介護給付

2次判定（介護認定審査会）

要介護状態区分決定

1次判定の結果と主治医の意見書をもとに、保健・医療・福祉の専門家が、
介護の必要度を判定します。

主治医の意見書
主治医がいない
場合は、指定医の
診断を受けます。

非
該
当（
自
立
）
介
護
保
険
の
サ
ー
ビ
ス
は

受
け
ら
れ
ま
せ
ん
。

介護保険審査会
判定結果等に不
服申立てができ
ます。
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令和 7年4月

医者にかかる10ヵ条

URL

TEL052 -551-6187

受
付
時
間
等
が
変
更
に
な
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。事
前
に
電
話
等
で
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

名鉄病院は、当組合直営の病院です。
義務教育就学後～70歳未満および70歳以上の現役並み所得者の被
保険者(みなさん)・被扶養者(ご家族)が名鉄病院を利用する場合は、
他の医療機関と比べて低額で受診することができます。
より多くの方が名鉄病院を利用することで、健保組合が負担する医療
費を節減でき、その分を保健事業(健康づくり事業)の充実に活かすこと
ができます。

名鉄病院  TEL0570-023100

リウマチ・膠原病内科

睡眠障害センター

膝・肩・肘・足関節鏡による身体に負担の少ない低侵襲
な手術を行っています。

【診察】水曜日 9：00～11：00
お母さんとお子さんのための漢方外来です。

【受付】月・火・木曜日 9：00～11：00
睡眠障害に対し専門的治療を提供します。

近年、日本でも増えてきている乳がんや乳腺の
症状に対応するため、マンモグラフィや超音波
検査等による各種診断を行います。

名鉄電車の栄生駅（名鉄病院改札口）に直結した交通アクセスの
よい便利な病院で、29の診療科とリハビリ施設、健診センターが連携し、一貫した医療を受けることができます。
各診療科では、専門医が豊富な知識と経験を活かし、最先端の医療機器を駆使して診断・治療にあたります。

けんぽの
医療施設 名鉄病院

名鉄病院

※70歳以上で窓口負担が2割（または1割）の方、子ども医療証をお持ちの方、
その他公費負担のある方は、一般の医療機関と同じ窓口負担となります。

予防接種センター

【対象】新生児から高齢者まで対応しています。
　　　海外留学や渡航者のワクチンも充実しています。

【受付】〔予 約 制〕 月（午前・午後）・火～金曜日（午前）
　　　〔予約不要〕 火・木曜日（12：00～15：00) 

糖尿病の専門的治療を行う専門外来です。
糖尿病に関することなら何でもご相談ください。

高血圧・糖尿病・脂質異常症などの生活習慣病の予防や、
がんの早期発見には年1回の人間ドックが有用です。

 https://www.meitetsu-hospital.jp 

骨盤臓器脱・腹圧性尿失禁を対象とした女性専門外来です。

受診相談・診察予約
専用ダイヤル （平日９：00～16：00）

（一般病院   病床数：373床）

〔
専
門
外
来
〕

ニコチン依存症の治療を行います。
（休止中）

●35歳以上の方…7,000円
●51歳以上の方…5,000円

【受付】月曜日   9：00～11：00、13：30～15：00
　　　水曜日 13：30～15：00
　　　木曜日 13：00～15：00

認知症に関するさまざまな相談・予約、専門的な治療提案
を行います。

【受付】月～金曜日 9：00～17：00 〔予 約 制〕 月曜日 14：00～15：00
〔予約不要〕 木曜日   9：00～11：00
関節リウマチ、膠原病の専門的治療を提供します。

月曜日 9：00～11：00
木曜日 9：00～11：00
水曜日 9：00～11：00
火曜日 9：00～11：00

〈膝関節（新規患者）〉
〈膝関節〉
〈肩・肘・足関節（新規患者）〉
〈肩・肘・足関節〉

【受付】金曜日 12：30～（【診察】13：30～）
　　　　 　    13：30～（【診察】14：30～）

【診察】第1・第3木曜日 14：00～15：40
声にかかわる診察・治療を行います。

※予約 14：00～16：00

2

3

4

7

9

健診センター1 予約制

ウロギネセンター（女性泌尿器科外来）予約制

関節鏡•スポーツ整形外科センター6 予約制

認知症疾患医療センター（認知症専門外来）
　　 　　直通TEL 052-551-2802完全予約制

予約制

乳腺外来8 予約制

禁煙外来10 予約制

音声外来11

小児漢方内科12 完全予約制

糖尿病センター（内分泌・代謝内科外来）5 予約制

名鉄病院

窓口負担は
外来・入院ともに

2.4割
入院時の
個室料金が
約7割引

みなさん・ご家族の
名鉄
病院受診のメリット

標準コース
の場合

名鉄病院

を利用しよう！

完全予約制

を利用しよう！
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みなさんとご家族の生涯にわたる生活の中では、

病気やけが、介護、死亡など

多くの問題や不測の事故に遭遇します。

このような健康不安からみなさんを守るために

生まれ、発展してきたのが、

健康保険、介護保険です。

介護保険
介護が必要になったときは？健康保険

病気になったらいくらかかる？

名古屋鉄道健康保険組合

険

保

康

健

の

ち

た

私

　

版

度

年

7

和

令

令和
7年度版


